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『児童発達支援自己点検及び評価シート』 

 

作 成 日：    2020年 5月 18日           

事 業 所 名： 運動発達支援スタジオ笑みりぃ～深井               

  現在の取組内容・今後の改善目標（内容） 

１
環
境
・
体
制
整
備 

①支援内容にあった指導訓

練室・相談スペース等の確

保 

・運動療育ということもあり、訓練室は不要な物を設置せ

ず、十分なスペース 59㎡を確保しています。 

・相談室も確保しています。 

②職員の専門性・配置数 

あい・さかいサポートリー

ダーの配置の有無 

・有資格者・配置数共に基準を満たしている。 

・あい・さかい・サポートリーダー1名配置 

③送迎体制・添乗員の確保 ・一部のクラスのみ送迎を実施。常勤職員が添乗について

います。 

④合理的配慮の視点に基づ

く環境整備 

・訓練室はフラットです。玄関のみ段差があるので、注意

喚起で赤色のテープで段差をわかりやすくしています。 

・トイレに子ども用便座・洗面台に踏み台を設置していま

す。 

⑤職員の健康診断の実施 年に 1回必ず実施しています。 

２
業
務
改
善 

①アンケート等による利用

児・保護者のニーズの把握

とフィードバック 

・アンケート結果を HPで公表しています。 

・アンケート結果のニーズ把握に努め、職員間で共有し活

動内容に反映しています。 

②職員の支援技術の向上・

虐待防止等の研修 

（障害児通所支援事業者育

成事業利用の有無） 

・毎月の社内研修実施 

・大阪府、堺市、放課後連絡会の研修に参加 

・障害児通所支援事業者育成事業 2年連続利用(今年度も

利用予定) 

・障害児等療育支援事業の出前講座も利用 

 

③利用児、保護者からの苦

情や意見への対応及び事業

運営への反映 

・職員間全体で共有を図り、児童発達支援管理責任者も交

えて解決策の検討が早急に行えるよう体制を整えている。 

３
適
切
な
支
援
の
提
供 

①児童発達支援管理責任者

による児童発達支援計画の

作成（アセスメント・利用

児及び保護者の意向確認・

計画案の作成・会議開催・

計画の保護者への説明及び

交付） 

・お子さまの成長にあった個別支援計画書を作成するため

に面談で、必要な支援を一緒に考えられるように努めてま

いります。お子さまの希望や保護者様のニーズを汲み取り

作成するように努めてまいります。 

②モニタリングの実施、計

画の見直し 

・6ヶ月に 1回、6ヶ月未満であっても必要に応じてモニ

タリングをして、個別支援計画の見直しを行っていきま

す。 

・課題点が出てきた際は、見直しをしていきたい。 



堺市 

③個別の課題に対応した活

動内容・プログラム 

・運動療育を中心とした運動、生活能力の療育特化型プロ

グラムを提供し、個別支援計画をもとに行っている。 

④ミーテイング等の実施 ・朝礼・終礼時や空いている時間に実施 

・運営会議は毎月第 2土曜日 17：00～18：00実施 

⑤支援内容の記録 ・日々の支援内容を記録し、保護者様とも情報を共有し、

支援記録を個人ファイルで管理しています。 

４
関
係
機
関
と
の
連
携 

①サービス担当者会議への

参加（障害児相談支援事業

所との連携） 

・児童発達支援管理責任者と利用中の子どもの様子を把握

している職員と共に参加するよう努めています。 

・相談支援事業所と毎月の様子等をお伝えし、連携を図っ

ています。 

②認定こども園・幼稚園・

保育園、保健センター等と

の連携 

保護者様の承諾のもと、日頃通われている園の先生方と連

携を取らせていただいています。 

③他の児童発達支援事業

所、児童発達支援センター、

障害福祉サービス事業所等

との連携 

・保護者様の承諾のもと、他事業所と連絡をとり見学させ

ていただいたり、様子をお聞きしたりして情報共有してい

ます。 

④（特に医療的ケアを必要

とする利用児について）主

治医や協力医療機関等との

連携・連絡体制 

・該当児がいません。 

⑤就学する際の移行支援

（学校との引継ぎ・情報共

有等） 

・事前に学校の先生と送迎の打ち合わせの際に、利用児の

様子をお伝えしています。 

⑥「あい・ふぁいる」の活

用 

・現時点では、活用できていないので、今後、面談の際に

保護者様に持参していただくようお声がけをしていきた

い。 

・あい・ふぁいる活用セミナーを開催し活用できるように

したい。 
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５
保
護
者
へ
の
説
明
責
任
等 

①運営規定、支援内容、利

用者負担の説明 

・運営規定、支援内容等は見学・体験時に説明を行い、ご

納得いただいて契約に進めています。契約時にも、重要事

項・運営規定・支援内容・利用者負担等も説明しており、

相談室内にすぐに閲覧できるように配架しています。 

②保護者からの相談への適

切な対応、必要な助言 

・対応できるときは、その都度対応し、送迎時等に相談を

受けた職員は、事業所に持ち帰り、職員間全体で共有し、

保護者様に返答するようにしています。 

③会報の発行等による活動

内容や行事予定等の定期的

な発信 

・ホームページのブログにて日々の活動の様子を随時掲載

できるように努めてまいります。 

④日々の支援内容、利用児

の様子、おやつ等の保護者

への報告 

基本的には、連絡ノートや送迎時にお話しをさせていただ

いております。必要があればお電話で報告させていただき

ます。 

⑤おやつ代等実費徴収して

いる費用にかかる領収書の

発行、精算報告 

・該当なし 

⑥身体拘束を行う場合の決

定手順、利用児・保護者へ

の説明、計画への記載 

・該当する利用児は居ませんが、身体拘束のマニュアルを

もとに必要であれば、保護者様に相談後、個別支援計画書

に記載し同意書をご記入いただいた上で実施、経過、記録

します。 

６
非
常
時
の
対
応 

①緊急時対応マニュアル、

感染症マニュアル、事故対

応マニュアルの整備と職員

への周知 

・各種マニュアルは策定しております。社内研修で定期的

に職員間で周知しています。 

②非常災害の計画策定、避

難・救出・その他必要な訓

練の実施 

・年に 2回消防訓練等を実施しております。 

・今年度は災害伝言ダイヤルを体験する予定 
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③ヒヤリハット、事故の事

案を収集し再発防止等につ

いて事業所内において共有 

・再発防止に職員間で検討し危機管理へ意識を高められる

ように努めていく。 

・ヒヤリハット・事故事案等を職員間で共有し事故防止に

努めてまいります。 

７
そ
の
他 

① 地域との交流 ・プログラムと時間が決まっており、地域との交流機会が

ほとんどない。 

・保護者様からの意見も踏まえて、今後、地域の方と交流

できる機会を考えていきたい。 

 


